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もしもの時の緊急搬送に！もしもの時の緊急搬送に！　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■■ドクターヘリ着陸（訓練）
　１月13日（金）、小石原グラウンドに全国で５番目に福岡県に配備され、久留米大学病院高度救命救急センター
を基地病院とし、県内全域を対象として運航しているドクターヘリが訓練のため着陸しました。ドクターヘリの目
的は、救急の専門医師や看護師が搭乗したヘリが現場へ急行し治療を開始することで、救急搬送時間の短縮に
よる救命率の向上等です。久留米市から当村までは、天候に左右されますが10 分前後で到着できるそうです。
　当日は、甘木朝倉消防署、朝倉警察署、診療所の先生、村職員等が訓練に参加しました。また、ヘリコプター
を見つけて駆けつけてくれた子どもの参加もあり、ドクターヘリの内部等も皆さんにしっかりと見て頂きました。
　約１時間ほどの訓練も終了しようとした時、緊急要請が入り、ドクターヘリは飛びたっていきました。

今年一年の無災害を願って今年一年の無災害を願って　　　　　　　　　　　　　　

■■東峰村消防団出初式東峰村消防団出初式
　１月 8日（日）、東峰村消防団出初式が旧宝珠山小学校運動場
において行われました。警察、消防をはじめ多くの来賓の出席を
いただき、下川団長の指揮のもと統制のある機敏な行動で素晴ら
しい式典となりました。また、団員の 30年永年勤続表彰等も行
われました。
　これからも村民が安心して暮らせる村づくりのため、よろしく
お願いいたします。

▲後部から内部を見る

天皇盃  第 17 回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会報告　　　　　　　天皇盃  第 17 回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会報告　　　　　　　

■■区間１位区間１位の力走！の力走！
　１月22日（日）、都道府県対抗男子駅伝競走大会が広島市平和記念公園前を出発、ゴールの７区間48.0km
のコースで行われました。大字宝珠山板屋地区出身の室井勇吾さん（日本文理大附属高３年）が大分県代表とし
て出場し、４区5.0kmのコースを24位でタスキを受け取ると、区間１位（14分 30 秒）という素晴らしい走りで、
第５区の選手に15位でタスキを渡すことができ、総合成績では大分県は７位入賞をはたしました。おめでとうご
ざいます。
　室井さんは、大学進学後は、箱根駅伝大会出場を目標に陸上を続けていくそうです。
　これからも目標に向かって、頑張ってください。応援しています。　
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お問い合わせは　　　　　　　　　　　　　　東峰村役場小石原庁舎　住民福祉課（電話：74‐2311）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宝珠山庁舎　総合窓口　（電話：72‐2311）まで

◆◆平成 24年福岡県保育平成 24年福岡県保育士試験の士試験のご案内ご案内

■■試験日　　筆記試験：８月４日（土）・５日（日）　実技試験：10月 14日（日）試験日　　筆記試験：８月４日（土）・５日（日）　実技試験：10月 14日（日）
■保育士試験の手引き（受験申請書）の請求　　４月２日（月）より開始■保育士試験の手引き（受験申請書）の請求　　４月２日（月）より開始
■受験申請書の受付期間　　４月２日（月）～５月 14日（月）※当日消印有効■受験申請書の受付期間　　４月２日（月）～５月 14日（月）※当日消印有効
■保育士試験の手引き（受験申請書）の請求先、受験申請書の提出先■保育士試験の手引き（受験申請書）の請求先、受験申請書の提出先
　　〒 171‐8536　東京都豊島区高田３‐19‐10　　〒 171‐8536　東京都豊島区高田３‐19‐10
　　　　  社団法人　全国保育士養成協議会　保育士試験事務センター　あて　　　　  社団法人　全国保育士養成協議会　保育士試験事務センター　あて
■問い合わせ先　　  社団法人　全国保育士養成協議会　保育士試験事務センター■問い合わせ先　　  社団法人　全国保育士養成協議会　保育士試験事務センター
　　フリーダイヤル　0120‐4194‐82　　ホームページ　　http：//www.hoyokyo.or.jp　　フリーダイヤル　0120‐4194‐82　　ホームページ　　http：//www.hoyokyo.or.jp

住民福祉住民福祉課課

お問い合わせは　　　　　　　　　　　　　　東峰村役場小石原庁舎　住民福祉課（電話：74‐2311）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宝珠山庁舎　総合窓口　（電話：72‐2311）まで

◆◆後期高齢者の健康診査について後期高齢者の健康診査について

　　健康診査は毎年度受けましょう！！健康診査は毎年度受けましょう！！
　後期高齢者医療制度の被保険者を対象に健康診査を実施しています。該当する方には平成 24年３月　後期高齢者医療制度の被保険者を対象に健康診査を実施しています。該当する方には平成 24年３月
末まで受診できる受診票をお送りしています。末まで受診できる受診票をお送りしています。
　４月以降に受診していない方は、指定医療機関等で受診しましょう。指定医療機関は、受診票に同封　４月以降に受診していない方は、指定医療機関等で受診しましょう。指定医療機関は、受診票に同封
した一覧表に記載しています。自己負担額は５００円です。した一覧表に記載しています。自己負担額は５００円です。
　受診のときは、「被保険者証（保険証）」と（広域連合が郵送した）「受診票」が必要です。受診票が見　受診のときは、「被保険者証（保険証）」と（広域連合が郵送した）「受診票」が必要です。受診票が見
あたらない場合は再発行しますのでお問い合わせください。あたらない場合は再発行しますのでお問い合わせください。

※生活習慣病（糖尿病や高血圧症など）で通院している方は対象となりませんので、ご注意してください。※生活習慣病（糖尿病や高血圧症など）で通院している方は対象となりませんので、ご注意してください。

■問い合わせ先　　福岡県後期高齢者医療広域連合■問い合わせ先　　福岡県後期高齢者医療広域連合
　　　　　　　　　　お問い合わせセンター　　　　　　　　　　お問い合わせセンター
　　　　　　　　　　０９２６５１－３１１１　　　　　　　　　　０９２６５１－３１１１

住民福祉住民福祉課課

乾麺のゆで汁で、油のついた食器を洗うときれいに落としてくれます。

お問い合わせは　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　東峰村役場　宝珠山庁舎　農林建設課　（電話：72‐2313）まで

◆◆森林の所有者届出制度が４月からスタートします森林の所有者届出制度が４月からスタートします

　昨年４月の森林法改正により、今年４月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への　昨年４月の森林法改正により、今年４月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届事後届
出が義務付けられました。出が義務付けられました。　　
■届出対象者：個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関■届出対象者：個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関
　　　　　　　わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の　　　　　　　わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の
　　　　　　　届出を提出している方は対象外です。　　　　　　　届出を提出している方は対象外です。
■■届出期間届出期間：土地の所有者となった日から 90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をして：土地の所有者となった日から 90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をして
　　　　　　  ください。　　　　　　  ください。
■■問合わせ問合わせ：詳しくは福岡県農林水産部森林保全課　電話：092‐643‐3545：詳しくは福岡県農林水産部森林保全課　電話：092‐643‐3545

農林建設農林建設課課


